
参考法令 

建築基準法（昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号）抜粋 

 

（適用の除外）  

第三条  この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいず

れかに該当する建築物については、適用しない。  

一 ～二 略  

三  文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の条例の定めるところによ

り現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物（次号におい

て「保存建築物」という。）であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て

指定したもの  
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